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地方自治体における産業財産権取得のための

助成制度についての調査報告

知的財産支援センター

第三事業部
 

鶴目
 

朋之
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部 会 長 会 議

センター長

正副センター長会議
基本方針の決定

総務、広報等

①広報
②各部間の調整
③関係例規、運

用基準等の整
備等

④支援員データ
ベースの整備

等

特許出願等援助

規則の運用

①援助申請案件
の審査

②援助制度、援
助規則に関す
る検討等

教育、研修等
（昂揚普及）

①寸劇の上演
②支援員研修会の開
催等（大学、中小
企業、小中高、発
明相談員）

③小中高支援の運営
（出張授業）

④授業用共通台本作
成及び改訂

大学支援、

中小企業支援等

①外部機関の講演会
等への講師派遣

②相談員の派遣
（流通フェア等）

③大学等への支援
④発明展への審査員

・表彰者の派遣
⑤ICTベンチャー支援

知財情報提供、

地域支援等

①中小企業向け情報
収集事業

②支援員向け情報
収集事業

③地方自治体支援
事業（知財支援
協定に基づくセ
ミナー等の開催）

運営委員会
正副センター長

＋部員

月１回 年２～３回

月１回以上

全 体 会

部会は支援事業の企画立案・運営実行（尚、小中高支援は支部と他の事業部を巻き込んで行います）

第２事業部

調整、協議、事業に関して必要な決定・承認

部 会

月１回

第３事業部第１事業部出願等援助部総務部

知的財産支援センターの構成（平成23年度）
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支援員によるお手伝い支援員によるお手伝い

地方自治体
知財戦略・教育

特許出願費用援助制度

講演会・講習会・相談会講演会・講習会・相談会

情報提供

給付（負担）

各種助成金・補助金情報

中小企業

中小企業・個人

知財の発掘・評価
育成・実務指導

支援事業の例
 

知的財産支援センター

国・地方公共団体
の補助金調査

大
学
等

知財戦略

教育機関

支援プログラム

支
部

支部



《北海道》
締結日：H20(2008)/5/15
※最初の締結はH17(2005)/6/6
※H23(2011)/3/31をもって満了

《岩手県》
締結日：H20(2008)/6/5
※最初の締結はH17(2005)/6/1

《宮城県》
締結日：H23(2011)/4/1
※最初の締結はH18(2006)/6/26

《福島県》
締結日：H20(2008)/4/1
※最初の締結はH17(2005)/7/6

《栃木県》
締結日：H22(2010)/4/1
※最初の締結はH17(2005)/6/27

《高知県》
締結日：H21(2009)/5/7
※最初の締結はH15/5/19

《鳥取県》
締結日：H21(2009)/7/16
※最初の締結はH18(2006)/5/11
※H23(2011)/3/31をもって満了

《島根県、島根大学及び松江工

 
業高等専門学校》
締結日：H17(2005)/5/18
※最初の締結はH13(2001)/2/7
※H20(2008)/3/31をもって満了

《福岡県》
締結日：H21(2009)/4/1
※最初の締結はH18(2006)/5/19

《大分県》
締結日：H21(2009)/7/29
※最初の締結はH18(2006)/6/12

《石川県》
締結日：H21(2009)/4/1
※最初の締結はH18(2006)/7/7

《山形県》
締結日：H21(2009)/9/2
※最初の締結はH18(2006)/10/23

地方自治体との知財支援協定の締結実績
H23(2011)/6/25現在

《川崎市》
締結日：H22(2010)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/3/26

《富士宮市及び富士宮商工会議

 

所》
締結日：H22(2010)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/6/1

締結先：17道県、3市

《愛媛県》
締結日：H22(2010)/4/15
※最初の締結はH19(2007)/10/4

《長野県》
締結日：H22(2010)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/11/21

《秋田県》
締結日：H22(2010)/9/8
※最初の締結はH20(2008)/3/3

《青森県》
締結日：H21(2009)/4/16

《横浜市》
締結日：H21(2009)/10/29

《熊本県》
締結日：H23(2011)/7/4
（※予定）

http://http//www.jpaa.or.jp/


本調査の目的
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地方自治体による中小企業向けの特許出願
費用等の支援制度

ユーザーたる中小企業に十分認知されてい
ない現状

より利用しやすい形での情報発信が必要

地方自治体、中小企業、弁理士の相互の情
報共有を図る



調査対象
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都道府県・政令指定都市 ６６

市区町村 ７６

合計 １４２自治体

７６の市区町村は、平成２１年度の調査で助
成制度を有していることが判明している自治
体



調査項目
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助成事業内容
→

 
助成対象者、助成内容、助成期間、助成

 金額、産業財産権の帰属など
応募手続・申請
→

 
募集期間、審査方法、申請書類など

新設した質問事項
→

 
過去の採択実績

→
 

助成制度を有していない場合はその理由



調査結果
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回答：１４１自治体
回収率（1４１／１４２）

 
９９．２％

結果（助成制度あり）：
都道府県：

 
３０

政令指定都市：
 

１０
市区町村：

 
７４

合計
 

１１４自治体
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事業内訳１／２
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開発補助型

→
 

技術開発、製品開発、ブランド育成等の支援
 を目的とし、その補助対象項目として出願経費等
 を助成

例：地域イノベーション創出型研究開発支援事業
 （宮城県）

ものづくり事業化応援補助金（鳥取県）

奈良ブランド製品開発等支援補助事業



事業内訳２／２
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知財特化型

→
 

産業財産権の取得・利用等を目的

例：外国特許出願事業費補助金（新潟県）

地域団体ブランド発信応援事業（富山県）

外国侵害調査費用助成事業（東京都）



都道府県・政令指定都市

開発補助型 ４２

知財特化型

国内 ６

海外 １１

その他 ４
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市区町村

開発補助型 ４５

知財特化型
国内 ４５

国内（海外可） ３
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地域エリアごとに表示

・北海道

・東

 
北

・関

 
東

・東

 
海

・北

 
陸

・近

 
畿

・中

 
国

・四

 
国

・九

 
州





静岡県富士宮市（例）



日本弁理士会「特許出願等援助制度」

・趣
 
旨：社会的に有用な発明をしながら、資力に乏し

いため出願できない発明者に対し、当会が費
用を負担し、弁理士をつけて特許出願できる
ようにする制度。

・制度内容：（1）融資制度
（2）給付制度（おおむね30万円程度）

※「給付制度」のみの運用

・対
 

象
 

者：個人、中小企業
※非課税或いは設立から所定期間内

・実
 
績：H19（2007）年度（申請

 
35件、援助

 
5件）

H20（2008）年度（申請
 

18件、援助
 

2件）
H21（2009）年度（申請

 
28件、援助

 
3件）

H22（2010）年度（申請
 

26件、援助10件）



パンフレット「あなたのアイディア発明を

 

Back UP」（参考）
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